
 

愛知県公契約条例について 

 

１ 制定の理由 

 ○ 公契約における透明性・競争性の確保、工事やサービスの質の向上などの課題

への対応に加え、公契約を政策推進の手法として積極的に活用していくため、公

契約に携わる者のそれぞれの責務を明らかにし、基本方針に基づく施策を実施す

ることで、体系的・総合的に問題解決が図られるよう条例を制定する。 

 

２ 条例制定までの経緯 

 ○ 愛知県では、公契約のあり方について、平成２４年度に庁内研究チームで検討

を重ね、平成２５年度は、学識経験者や、労働者団体、事業者団体、業界関係者

などで構成する検討会議を設置し、公契約に関する課題について幅広い観点から

議論を深めてきた。 

 ○ 平成２６年度は、条例制定に向け、労働者団体、事業者団体と意見交換を行っ

たところ、作業報酬下限額（最低賃金を上回る賃金の下限額）の設定の是非も含

め、様々なご意見、ご指摘をいただいた。 

 ○ 平成２７年度には、作業報酬下限額の設定を労働環境報告書の提出に改めるこ

とで合意を図り、平成２８年２月議会において条例案が可決・成立した。 

 

３ 条例の概要 

（１）目的【第１条】 

○ 公契約を活用し、公共サービスの質の確保、社会的な価値の実現及び労働

環境の整備を図り、県民生活の向上及び地域社会の持続的な発展に寄与する。 

 

（２）定義【第２条】 

  ○ 県が締結する売買、貸借、請負その他の契約で、県が対価の支払をすべきも

のを「公契約」と定義。 

 

（３）基本方針【第３条】 

○ 透明性・公正性を確保し、不正行為の排除を徹底。 

  ○ 公共サービスの質を確保できるよう、予定価格の決定、相手方の決定を適切

に行う。 

  ○ 社会的な価値の実現を図るため、公契約を活用。 

  ○ 労働環境の整備を図るため、適切な措置を講ずる。 

 

 

（４）推進本部の設置【第４条】 

○ 知事を本部長とする推進本部を設置し、条例に基づく施策を全庁的に推進。 

 

 



 

（５）社会保険等の加入確認【第５条】 

○ 物品・役務等に係る入札参加資格者名簿登載の要件として社会保険等の加

入を確認し、事業者の加入を促進。 

 

（６）予定価格の適正な決定【第６条】 

○ 公共工事における資材単価の改訂を、市場の実態に即して適切に反映する

とともに、国が公表する設計労務単価を適正に運用し、適正な予定価格を維

持。 

○ 人件費要素の高い業務委託契約において、適正な予定価格を算定するため、

積算方法を標準化。 

 

（７）低入札対策の充実・強化【第７条】 

○ 公共工事における一般競争入札において、一定価格を下回る入札額を評価

しない価格据置型総合評価方式を拡大。 

○ 清掃業務や警備業務など人件費要素の高い業務委託契約において、地域別

最低賃金を考慮した低入札価格調査制度等の適正な運用を徹底。 

○ 業務委託契約において事業者の技術的能力等を評価する総合評価方式を試

行的に導入。 

 

（８）社会的な価値の実現に資する取組の勘案【第８条】 

○ 総合評価競争入札や企画競争または入札参加資格者名簿の登録において、

社会的な価値の実現に資する取組を評価項目として設定。 

 

（９）労働環境の整備が図られていることを確認するための措置【第９条】 

○ 規則で定める特定の公契約について、労働関係法令の遵守状況及び賃金単

価を事業者から県に報告を求める。 

○ チラシ等により労働環境整備の周知徹底を図るとともに、労働者からの申

出を受付。 

 

（10）関係団体との協議の場の設置【第 10 条】 

○ 公契約に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、必要に応じ、関係団体

との協議の場を設置。 

 

（11）指定管理者の指定に関する事務【第 11 条】 

○ 指定管理施設に対して、第８条の取扱いに準じて適用。 

 

（12）施行日【附則】 

○ 平成２８年４月１日。ただし、労働環境の整備が図られていることを確認

するための措置については、１０月１日。 


